
建築士制度の見直しの全体像《建築士に必要な資質・能力の確保》

①学歴要件 ②専門能力を有する者

【新】
（指定科目）

建築科目をﾊﾞﾗﾝｽよく履修

二級建築士
【新】

建築設備士を
同等認定

≒

【新】

 

設計・工事監理、一定の施工管理等、

 

設計・工事監理に資する実務経験に限定

 

（同等の実務訓練となるような大学院教育を含む。）

④一級建築士試験

 

（学科）【旧】４科目１００問

 

→

 

【新】５科目１２５問

 

・

 

環境・設備の科目を新設

 

・

 

マネジメント、環境設備、士法・職業倫理、構造全般にウェイト

 

（製図）構造・設備設計の基本的能力の確認等を追加

⑤定期講習

 

（３年ごと：１日の講習）

 

講義（近年の法改正、建築技術）＋修了考査（○×式）

⑥構造／設備設計一級建築士講習

 

（３～４日の講習）

 

講義＋修了考査（記述式等）

⑦構造／設備設計一級建築士定期講習

 

（３年ごと：１日の講習）

 

講義＋修了考査（○×式）

⑧管理建築士講習

 

（１日の講習）

 

講義＋修了考査（○×式）

○今度、設計者等向け講習会を実施。一定の周知期間をおき、設計者等が内容を十分に習熟した後、施行予定。

⑪小規模木造住宅に係る構造関係規定の審査省略の見直し

○ガイドラインの策定

○標準業務・追加業務の 整理見直し

○今後、実施する実態調査（※）に基づき略算表の見直し

【旧】

 

【新】

工事費による区分

 

面積による区分

→意匠、構造、設備、統括に区分

※改正建築基準法の影響を考慮

⑨告示１２０６号の見直し

＋

【旧】

 

建築に関する幅広い実務

③実務経験

⑩工事監理業務の充実

【旧】

 

（学科）
建築、土木


	  

